
 

  

公益財団法人 松園尚己記念財団 

2026 年度  
未来のトビラ奨学金 募集要項 
 

[別紙 1] 奨学生規程・[別紙 2] プライバシーポリシー 
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1. 奨学金の応募資格 

(1) 長崎県にある児童養護施設に入所している、または里親・ファミリーホームに養育委託されて
いる経済的支援を必要とする児童。 

(2) 2026 年 4 月 2 日時点において満 20 歳以下の高等学校卒業資格又は高等学校卒業程度認定資
格を有する「大学」「短大」「専修学校」への進学希望者であること。 

(3) 当財団が定める奨学生規程を承諾する者。 

 

2. 奨学金給付額と期間 

(1) 奨学金は給付型とし返済不要とします。 

(2) 給付額は次のとおりとします。 

○初年度   年額  100 万円 

○初年度   初回給付額 37 万円 (4～6月分として 4月 1日に本人名義の口座へ給付) 

     7月分以降 7 万円(毎月第 1営業日に給付)  

○２年次以降  年額  84 万円(毎月第 1営業日に７万円を給付) 

(3) 他団体の奨学金との併願・併給は可能とします。 

(4) 給付期間は在籍校の正規の最短修学期間とします(4年制大学ならば 48ヶ月分・352万円)。 

 

3. 募集期間 

募集期間は下記のとおりです。この期間内に応募すること。(必着、締切厳守のこと) 

○応募書類   2025 年 9 月 8 日 ～ 2025 年 9 月 17 日  

○自己 PR動画  2025 年 10 月 1 日 ～ 2025 年 10 月 8 日 
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4. 応募方法 

(1) 以下の(2)及び(3)の必要書類一式を取りまとめて、簡易書留・レターパックプラスなどの送達
記録が確認できる方法で郵送すること。(書類一式はホチキス止め厳禁。また、簡易書留は受
領証、レターパックプラスは追跡番号が記載されたシールをはがして保管してください。)  
 

【宛先】〒 850-0035 長崎市元船町 7-13  
公益財団法人松園尚己記念財団 事務局 
℡ 095-824-7663 

(2) 以下の書類を当財団ウェブサイト(https://www.mhmf.or.jp)よりダウンロードし必要事項を
記入してください。記入例をよく参照し、金額を記入する際は 1万円未満を切り捨てること。
(両面印刷は不可、応募は指定フォーマットのみ使用すること、別紙使用は不受理となります。
誤りに訂正印は不可、二重線での訂正もしくは書き直してください。) 

 SC①  申請書 

 SC②  志望校調査書 

第三志望まで認めます。原則、記載した志望校以外への進学は内定の取り消しとなります。 

 SC③  初年度資金計画書 

志望校別に作成してください。 

 SC④  児童についての所見書 

施設、里親の方が記載してください。(生い立ちについて 1部、現況について 1部) 

 SC⑤  作文 

テーマ：「私の好きな～」 

好きなことや人物など、その対象は一切問いません。オリジナルのタイトルをつけて自身
の言葉で自由に書いてください。自筆、指定用紙２枚以内。 

 SC⑥  推薦書 

学校長が発行したものを有効とします。 
高等学校卒業程度認定試験の合格者においては推薦書の提出は必要ありません。   

https://www.mhmf.or.jp/
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書式  SC①  ～  SC⑤  の申請書類は写しを取り、選考結果が届くまで手元に保管しておい
てください。書類に不備や不明点がある場合には追加資料の提出を求めることがあります。 

(3) 成績証明書 

(a) 高等学校在籍者(卒業見込み)は、第 1 学年と第 2 学年が記載されたもの(第 3 学年は必
要ありません)、既卒業者は第 1 学年から卒業学年までの成績証明書原本を提出してく
ださい。成績証明書に出欠席の記録が記載されていない場合は、成績証明書とあわせて
出欠席の記録が記載された書面も提出してください。 

(b) 高等学校卒業程度認定試験の合格者は、文部科学省交付の合格成績証明書の写しを提出
してください。 

(c) 高等学校中途退学者は退学時の成績証明書原本を(b)と併せて提出してください。 

(4) 自己 PR 動画の提出 

上記(2)及び(3)の必要書類一式を事務局が受理したのち、メールにて施設担当者または里
親に宛て「自己 PR動画収録と提出の日時」についてお伺いします。自己 PRの質問内容
は、収録日当日にメールでお送りしますので児童に開示してください。必ず児童本人が質
問項目に沿ってお答えください。 
 
詳しくは、当財団ウェブサイト内の申請・届出ページより PDF ファイル「自己 PR 動画の
撮影ガイド」をよくご参照の上、指定された方法で収録し、必ず収録日当日中にオンライ
ンストレージに動画をアップロードしてください。アップロード後はすみやかに完了の旨
を当財団ウェブサイトの問い合わせフォームよりお知らせください。 

 

自己 PR の模様は応募書類とともに選考委員が審査する際の資料となりますので、定められ
た期間内に必ず提出してください。 

 

5. 選考と奨学金の給付について 

(1) 「4.応募方法」の記載されたすべての書類及び自己 PR動画を事務局が募集期間内に受理した
時点で選考対象となり、締切日後の受理は行いません。 

https://www.dropbox.com/request/48sc9mMXWabFAGXheUDP
https://www.dropbox.com/request/48sc9mMXWabFAGXheUDP
https://www.mhmf.or.jp/contact/index.php
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(2) 選考結果は 10月末日までに施設長または里親へお知らせします。 

(3) 内定者は志望校への合否が確定次第、すみやかに事務局までメールにてお知らせください。 
併せて合格した場合はそれを証する書類(合格通知書等)の写しを添えてください。 
なお、浪人は内定の取消しとなりますので、次年度に応募する際は再申請が必要になります。 

(4) 本採用は志望校への合格後に財団事務局・児童本人・施設担当者または里親との三者面談を行
い、指定する所定の書類を事務局が受理した時点とします。 

(5) 志望校調査書  SC②  に記載されていない学校や学部学科へ進学する場合は、不採用者との
公平を期すため原則として内定の取り消しとなります。 

(6) 奨学金は児童本人の学資としての用途を原則とし、学業を修めるうえで必要不可欠な費用(生
活費など)は、用途として認めます。 

(7) 奨学生本人名義の口座へ毎月第 1 営業日に当月分を送金します。(初回に限り 4 月に 5・6 月
分を含む 3ヶ月分を給付) 

(8) 振込先金融機関はゆうちょ銀行を指定します。口座がない場合は新規開設してください。 

 

6. その他 

(1) お問い合わせへの対応は、原則として月～木曜日の 10～16時となります。 
時間外にいただいたメールは、翌営業日以降に順次回答します。 
締切日間際のお問い合わせには、対応ができないおそれがありますので、提出まで余裕をもっ
てご連絡ください。 

(2) 提出された書類および動画は返却しません。 

(3) 選考内容については非公表とします。 

(4) 当財団は個人情報の保護に関する法律および関連する法令等を遵守することを誓約します。
取得した個人情報は適正に運用・管理し、選考および当財団からの連絡にのみ利用します。 
※詳細については別紙 2をご確認ください 



[別紙 1] 
 
 

奨学⽣規程 
 
 
1. 奨学⽣の義務 

(1) 学習状況報告書及び⽣活状況報告書を年 4 回(4・7・10・1 ⽉の各⽉末⽇)提出すること 
(2) 経済状況報告書及び成績証明書の写しを年 2 回(4・10 の両⽉末⽇)提出すること 
(3) 卒業時には、別途指定される書類(卒業総括、進路報告書、卒業証書の写し)を提出すること 
(4) 次の場合、直ちに届け出ること 

① 登録事項(住所・電話番号・メールアドレス・緊急連絡先など)を変更するとき 
② 退学、停学、留年、転部転科、転学、留学、復学、休学及び⻑期⽋席するとき 
③ 最短修学年で卒業できないことが確定したとき 
④ 他団体からの奨学⾦の併給、学費免除などの特待⽣制度を受けるとき 

(5) (1)〜(4)の報告書や届出は当財団が提供するフォーマットを使⽤し、ウェブサイト上の送信フォー
ムやメール等いずれも指定の⽅法で⾏うこと。但し証明書や追加資料など原本の提出を求められ
た場合には郵送にて⾏うこと 

(6) (1)〜(4)の提出や届出が定められた期限内に履⾏できないと予⾒されるときは、その理由と提出予
定⽇を通知すること 

(7) (1)〜(4)の提出や届出の遅延が、正当な理由(事故・疾病・天災など)に起因し、当財団が必要と判
断した場合には適宜それを証する書類の原本を提出すること 

(8) 当財団が主催・共催・助成している⾏事等への参加依頼、あるいは当財団ウェブサイト等への寄稿
依頼があったときは協⼒すること(奨学⽣の意向に反するものは強制されない) 

 
2. 奨学⾦給付の⼀時停⽌ 

(1) 上記 1 の「奨学⽣の義務」に記載された事項を怠ったとき 
(2) 留年、休学及び⻑期⽋席をするとき 
(3) 停学処分を受けたとき 
(4) 提出物や届出書に虚偽が発⾒されたとき 
(5) 学業成績が著しく不振であるとき 
(6) 正当な理由なく、当財団からの重要な連絡に対しメールの送信⽇から起算して 7 ⽇以内、もしく

は指定された期限内に応答または是正をしないとき 
 

3. 奨学⽣資格の喪失 
(1) 上記２の事由により奨学⾦給付が⼀時停⽌され、正当な理由なく当財団からの通告や要請メール

の送信⽇から起算して 7 ⽇以内、もしくは指定された期限内に応答または是正をしないとき 
(2) 奨学⾦給付の⼀時停⽌処分を 2 回受けたとき 



(3) 学籍を喪失する処分(退学・除籍・放校など)を受けたとき 
(4) 退学するとき 
(5) 奨学⾦の受給事由がなくなり、奨学⽣から辞退の申し出があったとき 
(6) 学業成績の著しい不振により成業の⾒込みがないと判断されたとき 
(7) その他、偽計による不正受給など奨学⽣として不適当な事実があったとき 

 
4. 奨学⾦受給の原則 

(1) 奨学⾦は年額計 84 万円(毎⽉７万円)が奨学⽣本⼈名義の⼝座に給付される 
(2) 奨学⽣として採⽤された在籍⼤学または⼤学院の最短修学期間に限り給付される 
(3) 奨学⾦は給付であり返還の必要はない 
(4) 他団体からの奨学⾦の併給は認められる 
(5) 在籍校内での転部、他⼤学への編⼊や転学を⾏う場合には、事前にその理由や経緯を申し出ること 
(6) 在籍校を⼀時休学し⻑期の海外留学を⾏う、もしくは海外の⼤学または⼤学院へ転籍をする場合

には、事前にその理由や経緯を申し出ること 
(7) (5)及び(6)については、奨学⽣本⼈の申し出を基に、改めて当財団にて審議が⾏われ奨学⽣資格の

継続の可否が決定される 
(8) 偽計による不正受給が発覚した際には、奨学⾦の⼀部または全額の賠償を請求されることがある 

 
5. 補則 

(1) 本奨学⽣規程は 2021 年 3 ⽉ 1 ⽇より施⾏し、改定される際は事前に告知する 
(2) 奨学期間終了までの奨学⾦の減額はない 

 
 
 
 
 
 
 

 4. 奨学⾦受給の原則 
（1）について 

未来のトビラ奨学⽣の初年度奨学⾦は年額 100 万円が給付され、2 年⽬以降は年額計 84 万円 
(毎⽉７万円)が奨学⽣本⼈名義の⼝座に給付される 

（2）について 
 未来のトビラ奨学⽣として採⽤された在籍⼤学/短⼤、または専修学校の最短修学期間に限り 

給付される 
 
 

  



[別紙 2] 
 
 

プライバシーポリシー 
 
 
1. 個⼈情報の利⽤⽬的 

当財団に提供して頂いた個⼈情報は、当財団が適正に運⽤・管理し、当財団の⽬的の達成に必要な範
囲内(選考及び当財団からの連絡など)においてのみ利⽤します。 
  

2. 個⼈情報の第三者提供の制限 
提供して頂いた個⼈情報は、本⼈の同意がない限り、第三者へ情報を開⽰することはありません。 
但し、法令に基づき、⾏政・司法機関から法的義務を伴う要請を受けた場合は、本⼈の同意なしに個
⼈情報を提供する場合があります。 
  

3. 個⼈情報の訂正・削除 
提供して頂いた個⼈情報に誤り・訂正がある場合には、本⼈の申し出により、本⼈であることを確認
の上、訂正・削除します。 
  

4. 個⼈情報の開⽰ 
提供して頂いた個⼈情報について、本⼈の申し出があった場合、本⼈であることを確認の上、提供し
て頂いた個⼈情報を開⽰します。 
  

5. 適切な情報管理 
提供して頂いた個⼈情報について、適切な情報管理体勢を整え、個⼈情報への不正なアクセスや情報
の紛失・漏洩等に対する安全対策に努めます。 


